
【事例７４】「フリマでの取引でトラブルが急増中！！」  

【事例】１：フリマアプリで商品を購入したら、明らかな偽物だった。出品

者が返品に応じないのでアプリ運営業者に相談したが、「当事者間で話し合

うように」と言われて困っている。 

２： 中学生の息子がフリマアプリで酒を購入した。未成年者なのに酒を購

入できる仕組みはおかしい。運営業者が未成年者の取引を監視・指導すべき

だ。 

【対処法】① フリマサービスは個人間の取引です。トラブルが発生したら

原則当事者間で話し合うことで解決することが求められます。契約するとき

には、慎重に検討するようにしましょう。② 未成年者が、年齢確認の必要

な商品を利用できてしまうシステムです。利用方法について、保護者は未成

年者としっかり話し合っておきましょう。③ 規約上利用を禁止されている

行為（相手の銀行口座に直接代金を振り込むなど）は、取引き相手から持ち

かけられたとしても、絶対に応じないようにしましょう。 

※何か問題が起こったら、企画課の消費相談窓口で相談しましょう。 


